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  喜界町農業委員会総会議事録 

                                                                                   

１．開催日時：令和３年１１月２２日（月） 午後２時３０分～午後３時３０分 

 

 ２．開催場所：喜界町役場多目的室 

 

  ３．出席農業委員：（１１名） 

 

 ４．欠席農業委員：（０名） 

 

５．出席推進委員：（５名） 

 

 ６．議事日程 

第１ 議事録署名委員の指名 

第２ 議案第３１号  農地法第 3 条の規定による許可申請について 

   議案第３２号  農業経営基盤強化促進法第 18 条第 1 項の規定による農

地利用集積計画の決定について 

   議案第３３号  農業振興地域の整備に関する法律施行規則第 3 条の２第

２項の規定による意見書について 

   議案第３４号  「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」の改

正に係る意見書について 

   議案第３５号  農地法第５条の規定による許可申請について 

 

 

  ７．農業委員会事務局出席職員（３名） 
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８．会議の概要 

発言者 発  言  内  容 

事務局 

 

会長 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

議長 

 ただ今から令和３年第１１回定期総会を開会いたします。 

 

お疲れ様です。天候が悪い日が続いていますが、サトウキビの生育も

順調のようで年内の早くに操業するような話も聞いております。また、

新型コロナウイルスも落ち着きが見えています。このまま良い状況が続

けばと思っているところです。では、早速ですが総会を進めたいと思い

ます。 

 

これより議事に入ります。まず、日程第１の議事録署名委員、及び会

議書記の指名を行います。喜界町農業委員会会議規則第１３条第２項に

規定する議事録署名委員ですが、議長から指名させていただく事にご異

議ありませんか。 

 

【異議なしの声あり】 

 

 それでは、議事録署名委員は、１番、２番にお願いいたします。 

 なお、会議書記には事務局職員の庶務係を指名いたします。 

 以上で日程第１を終わります 

 

発言者 発  言  内  容 

議長 

 

 

 

副会長 

 

 

事務局 

 

副会長 

 

 

 

 

 

 

 

副会長 

 

 

 

 

次に、議案第３１号「農地法第３条の規定による許可申請について」

を議題に供します。なお、私自身が本案件の当事者になりますので、一

時退室し、その間、副会長に進行及び補足説明をお願いします。 

 

会長に代わり進行をさせて頂きます。それでは事務局より説明をお願

いします。 

 

【議案第３１号を議案書をもとに朗読】 

 

ただいまの説明がありました議案書の内容に関しまして、補足説明を

いたします。譲渡人に電話で、譲受人には直接会って意思を確認しまし

た。問題無いと思います。 

それでは質疑に入ります。ただいまの事務局の説明に発言のある方は

挙手をお願いいたします。 

 

【質問、意見なし】 

 

それでは採決いたします。議案第３１号に賛成の方は挙手をお願いい

たします。 

 

【全員挙手】 
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議長 

 

全員賛成ですので、議案第３１号は原案のとおり承認することに決定

いたしました。 

 

発言者 発  言  内  容 

議長 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

次に、議案第３２号「農業経営基盤強化促進法第 18 条第 1 項の規

定による農地利用集積計画の決定について」を議題に供します。今回も

譲渡人と譲受人の説明のみで進めて行きますが異議はありませんか。 

 

【異議なしの声あり】 

 

よろしいですか。まとめて進めて行きますのでよろしくお願いしま

す。 

 ６Ｐの計画番号１３３３から１６Ｐの１３５２に関連いたしますの

で一括上程して、事務局より朗読と説明をお願いいたします。 

 

【議案第３２号計画番号１３３３から１３５２までを議案書をもとに

朗読】 

 

 ありがとうございました。これより質疑に入ります。ただいまの事務

局の説明に発言のある方は挙手をお願いいたします。 

 

【質問、意見なし】 

 

それでは採決いたします。議案第３２号計画番号１３３３から１３５

２に賛成の方は挙手をお願いいたします。 

 

【全員挙手】 

 

 全員賛成ですので、議案第３２号計画番号１３３３から１３５２は原

案のとおり承認することに決定いたしました。 

次に、１７Ｐの計画番号１３５３から２７Ｐの１３７０に関連いたし

ますので一括上程して、事務局より朗読と説明をお願いいたします。 

 

【議案第３２号計画番号１３５３から１３７０までを議案書をもとに

朗読】 

 

ありがとうございました。これより質疑に入ります。ただいまの事務

局の説明に発言のある方は挙手をお願いいたします。 

 

【質問、意見なし】 

 

それでは採決いたします。議案第３２号計画番号１３５３から１３７

０に賛成の方は挙手をお願いいたします。 
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議長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

【全員挙手】 

 

 全員賛成ですので、議案第３２号計画番号１３５３から１３７０は原

案のとおり承認することに決定いたしました。 

次に、２８Ｐの計画番号１３７１から３８Ｐの１３９９に関連いたし

ますので一括上程して、事務局より朗読と説明をお願いいたします。 

 

【議案第３２号計画番号１３７１から１３９９までを議案書をもとに

朗読】 

 

ありがとうございました。これより質疑に入ります。ただいまの事務

局の説明に発言のある方は挙手をお願いいたします。 

 

【質問、意見なし】 

 

それでは採決いたします。議案第３２号計画番号１３７１から１３９

９に賛成の方は挙手をお願いいたします。 

 

【全員挙手】 

 

 全員賛成ですので、議案第３２号計画番号１３７１から１３９９は原

案のとおり承認することに決定いたしました。 

 次に、３９Ｐの計画番号１４００から５４Ｐの１４２９に関連いた

しますので一括上程して、事務局より朗読と説明をお願いいたします。 

 

【議案第３２号計画番号１４００から１４２９までを議案書をもとに

朗読】 

 

ありがとうございました。これより質疑に入ります。ただいまの事務

局の説明に発言のある方は挙手をお願いいたします。 

 

【質問、意見なし】 

 

それでは採決いたします。議案第３２号計画番号１４００から１４２

９に賛成の方は挙手をお願いいたします。 

 

【全員挙手】 

 

 全員賛成ですので、議案第３２号計画番号１４００から１４２９は原

案のとおり承認することに決定いたしました。 

 

発言者 発  言  内  容 

議長 

 

次に、議案第３３号「農業振興地域の整備に関する法律施行規則第 3

条の２第２項の規定による意見書について」を議題に供します。事務局
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事務局 

 

議長 

 

 

4 番 

 

 

3 番 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

より説明をお願いいたします。 

 

【議案第３３号を議案書をもとに朗読】 

 

ありがとうございます。担当委員に補足説明をお願いします。４番委

員、3 番委員の順にお願いします。 

 

資料にも記載してありますが、申請地は元々耕作用道路でありますが、

現況は農地として利用されています。現地確認済みです。 

 

現地を確認しましたが、問題無いと判断しました。以上です。 

 

それでは質疑に入ります。ただいまの事務局の説明に発言のある方は

挙手をお願いいたします。 

 

【質問、意見なし】 

 

それでは採決いたします。議案第３３号に賛成の方は挙手をお願いい

たします。 

 

【全員挙手】 

 

全員賛成ですので、議案第３３号は原案のとおり承認することに決定

いたしました。 

 

発言者 発  言  内  容 

議長 

 

 

 

農政係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

次に、議案第３４号「「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な

構想」の改正に係る意見書について」を議題に供します。担当者より説

明をお願いいたします。 

 

お疲れ様です。農業振興課農政係から説明させて頂きます。令和 3 年

3 月に鹿児島県が基本方針を見直したことから町の基本構想の見直しを

行いました。その際、農業委員会へ意見聴取をしなければならないとさ

れているため、今回意見をお伺いさせて頂くこととなりました。 

主な見直しについて説明させて頂きます。資料の６８P をお願いしま

す。まず、農業経営の指標についてですが、野菜専作として「かぼちゃ」

を追加しています。また、その他の経営類型につきまして経営規模や生

産方式についても見直しを行っております。次に、令和 12 年度までの

集積目標も基本方針に基づいて修正を行っております。以上です。 

 

それでは質疑に入ります。ただいまの説明に発言のある方は挙手をお

願いいたします。 

 

【質問、意見なし】 



6 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

それでは採決いたします。議案第３４号に賛成の方は挙手をお願いい

たします。 

 

【全員挙手】 

 

全員賛成ですので、議案第３４号は原案のとおり承認することに決定

いたしました。 

 

発言者 発  言  内  容 

議長 

 

 

事務局 

 

議長 

 

 

７番 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

次に、議案第３５号「農地法第５条の規定による許可申請について」

を議題に供します。事務局より説明をお願いいたします。 

 

【議案第３５号を議案書をもとに朗読】 

 

ただいまの説明がありました議案書の内容に関しまして、担当委員か

ら現地調査の結果等の報告をお願いします。 

 

 先ほど会長及び事務局職員と現地確認をしました。問題無いと思いま

す。 

 

ありがとうございました。これより質疑に入ります。ただいまの事務局

の説明に発言のある方は挙手をお願いいたします。 

 

【質問、意見なし】 

 

それでは採決いたします。議案第３５号に賛成の方は挙手をお願いい

たします。 

 

【全員挙手】 

 

全員賛成ですので、議案第３５号は原案のとおり承認することに決定

いたしました。 

 

発言者 発  言  内  容 

議長 

 

 本日の議案の審議は全て終了いたしましたので、これをもちまして令

和３年第１１回喜界町農業委員会総会を閉会いたします。 

   

 上記の議事録については、正確を記するため記名押印をする。 

 

議事録署名委員    1 番 

 

議事録署名委員    ２番 


